




たリモート指導等、新しい研修会や指導スタイルを確立します。 

 

（３）技術革新による次代の施設園芸の推進 

 イ 自動搬送システム等のアグリテック導入による先進的園芸の推進 

○次世代施設園芸の更に先を見据え、今後普及が見込まれる最先端の技術を含めたアグリテック

の導入を推進していきます。具体的には、収穫・調製作業の自動化や機械化の技術として注目

される自動走行型台車（ＡＧＶ)による運搬作業の自動化、選果・果実品質検査を同時に行うス

マート選果機の導入等、５Ｇの活用、先進事例や研究機関で開発された最先端の新技術の導入

を加速化します。 

 

 ロ 二酸化炭素排出削減による環境負荷低減型施設園芸の推進 

○国の「みどりの食料システム戦略」でも目標に掲げている温室効果ガス削減に資する省エネル

ギー設備等を活用した次代の施設園芸の取組を促進するため、きゅうりやいちごでの二酸化炭

素局所施用による使用量の低減技術や地中熱の暖房利用、木質バイオマス暖房機の活用等、二

酸化炭素排出削減による環境負荷低減型施設を推進し、新しい施設園芸モデルとして県内への

普及啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【いちごでの二酸化炭素局所施用】      【民間企業によるコンサルティング】 

 

■推進指標 

項　　目 　基準年（H30） → 目標年（R7）

○いちご産出額 56億円 → 93億円

○県戦略品目の産出額　※施設を主とする品目 178億円 → 278億円

○高度環境制御機器設置面積 31ha → 50ha

○園芸施設設置面積 1,040ha → 1,100ha

○養液栽培面積 156ha → 196ha

○自動搬送システム導入経営体数 0経営体 → 5経営体
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支援することで、露地園芸団地を創出します。 

 

 ○農地整備事業実施地区については、作付計画の改善やほ場条件の改善、作業効率化への支援を

行い、大区画ほ場を活用した「園芸作物団地化計画」を策定し、水稲から露地園芸への作付誘

導を図ります。また、農地整備事業の活用によるほ場の条件整備や農地中間管理事業の活用に

よる担い手へ農地集積により、高品質・安定生産と作業効率の向上を図り、作付拡大を推進し

ます。 

 

 ロ 地域の核となる大規模露地園芸経営体注）支援による園芸産地の拡大 

○露地園芸団地整備を進めるため、産地をけん引する大規模露地園芸経営体を育成し、既存経営

体との連携による露地園芸の生産拡大を推進します。 

注）大規模露地園芸経営体：県が定義するもので、先進的園芸経営体のうち露地園芸部門での栽培面積が概

ね１０ｈａ以上の農業法人。 

 

（３）効率的な作業体系の推進 

 イ 機械化一貫体系推進やアグリテック導入等による効率的生産の推進 

○担い手の減少に対応するため、機械化一貫体系の推進やＲＴＫ基地局を利用した自動操舵技術

等のアグリテック導入等により省力化を図り、低コスト生産に向けた大規模化を推進します。

そのため、モデル実証ほを活用しながら、露地園芸に取り組む生産者の導入支援を行うととも

に、試験研究機関などによる技術開発や経営モデルの策定等を進めます。 

 

 ロ 露地園芸の効率化等に向けた生産体制の整備 

○産地基盤の維持に向け、作業時間の占める割合が多い収穫、出荷・調製等の作業の効率化・省

力化等を図るための施設・機械等の導入を支援します。 

また、播種や出荷・調製作業等の効率化に向けて、作業の分業化や集約化・共同化等の取組を

推進します。 

 

■推進指標 

項　　目 　基準年（H30） → 目標年（R7）

○水田における園芸作物の作付面積 3,660ha → 4,247ha

○加工・業務用野菜の取組面積 277ha → 790ha

○県戦略品目の産出額　※露地を主とする品目 70億円 → 92億円

○高収益作物導入新規地区数 - → 30地区

○大規模露地園芸経営体数 ３経営体 → 13経営体

○新規導入機械・施設取組経営体数 - → 22経営体
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用野菜の契約取引等に対応できる流通販売支援を行い、国内の多様な需要に対応した取引を推進

します。 

 

 ハ 地産地消の推進と消費者への理解促進による認知度向上 

○農産物直売所の集客力を高める販売戦略を立案し、その戦略に基づき施設整備・改修を支援す

るなど、直売所が抱える個別の課題に対してきめ細やかな支援を実施します。 

 

○高校生による地産地消お弁当コンテストや、飲食店及び小売店における県産食材フェアの開催

などを通じ、県産農林産物の魅力を発信するとともに、農山漁村において食と農を体験する機

会を拡大することで、県民に対してみやぎの食と農への理解を深め、県産農林産物の消費を拡

大します。 

 

○近年の肥料高騰等の情勢変化も踏まえ、持続的な生産体制を構築し、農業生産に由来する環境

負荷を低減するため、有機農産物等の生産を推進するほか、有機農業等の取組について、ＰＲ

販売会や消費者と生産者の交流会等の開催等を通じて、さらなる理解促進を図ります。  

 

 ニ 国際水準ＧＡＰの導入推進と放射性物質対策実施・検査結果公表による安全・安心の確保 

○農産物の生産段階における安全性等を確保するため、ＧＡＰ指導員の育成を図りながら、国際

的なＧＡＰの導入と認証取得について、国際水準ＧＡＰガイドラインを活用した現地指導等を

行い、生産者等の理解促進及び取組の拡大を図ります。  

 

○放射性物質対策として、出荷制限を受けている特用林産物の生産再開と生産振興に向け、汚染

の無い生産資材の購入や生産工程管理の徹底を支援します。 

また、農林産物の放射性物質検査を継続して実施し、基準超過品目が流通しないようにすると

ともに、県民に対して検査結果を速やかに公表し、安全・安心の確保に努めます。  

 

■振興指標 

項　　目 　基準年（H30） → 目標年（R7）

○新規集出荷調製施設導入産地数 - → 10地区

○県育成品種面積（いちご「にこにこベリー」） 1.5ha → 30 ha

○農産物直売所販売額 113億円 → 140億円

○国際水準ＧＡＰ導入・認証総数（園芸） 20件 → 100件

○特用林産物の放射性物質検査計画に対する実施率 128% → 100%
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